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味の素ナショナルトレーニングセンター アスリートヴィレッジ  

栄養管理食堂、売店及び喫茶コーナー 運営業務委託 仕様書 

 
１．目的 

  公益財団法人日本オリンピック委員会（以下「JOC」という。）が運営する味の素ナショナルトレーニン

グセンター（以下「味の素 NTC」という。）宿泊棟「アスリートヴィレッジ」の栄養管理食堂「サクラダイ

ニング（通称、勝ち飯食堂）」（以下「勝ち飯食堂」という。）、同売店及び喫茶コーナーにおける運営・管理

業務を円滑に行うことを目的とし、以下の仕様に基づき専門事業者へ業務を委託する。 

 

２．業務場所 

（１）名  称 味の素ナショナルトレーニングセンター アスリートヴィレッジ 内 

  「勝ち飯食堂」、「売店」及び「喫茶コーナー」 

（２）住  所 東京都北区西が丘３丁目９番地１４号 

（３）運営主体 公益財団法人 日本オリンピック委員会 

 

３．業務委託期間 

  平成 30年 4月 1日～ 平成 31年 3月 31日（同期間の業務評価に基づき、以後 3年間更新） 

※上記期間の食事提供、栄養指導、管理体制等について JOCが実施する利用者（選手・役員）アンケート

において、現状より低い評価となった場合、その結果を公表する。受託者は業務を改善することとし、改

善が認められない場合、更新は行わないこととする。 

４． 統括管理業務 （運営方式・管理体制） 

（１）業務実施に係る指揮監督 

業務を実施するに当たっては、全て JOCの指揮監督に従うこと。 

（２）運営管理責任者の配置及び業務 

① 運営管理責任者の配置 

受託者は、受託業務を統括する責任者及び責任者不在の場合に業務を代行する代理人を配置し、JOC

へ届け出るものとする。 

② 運営管理責任者の業務 

運営管理責任者は、仕様書に定める業務が適切に遂行されるよう業務従事者を指揮監督する権限を

有し、義務を負うと共に、JOCとの連絡調整を図り、次の各項に定める事項を遵守する。 

ア．JOCと定期的に打合せを行い、業務運営が効率的・経済的に行われるよう努めること。 

イ．業務従事者の労務管理、風紀及び衛生の保持、健康維持管理を行うこと。 

ウ．その他関連業務との調整を JOCと共に行うこと。 

エ．JOCからの利用に関する情報を受けて、業務実施計画書を作成するとともに業務報告書を JOC

へ提出すること。 

（３）管理体制及び人員配置等 

① 管理体制 

食堂を統括的に管理する組織体制を作ること。 

② 人員配置 

業務が円滑に遂行できる業務従事者数を常時確保すること。 
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なお、業務従事者数を算定するに当たっては、労働時間・資格等について関係法令等に抵触しないよ

う十分留意すること。 

③ 業務従事者 

ア．業務従事者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。 

イ．法令により業務を遂行する者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う

ものとする。 

ウ．受託者は、受託業務の実施に先立って、業務従事者の氏名、年齢を記載した名簿及び資格証の「写」

を JOCに届け出るものとし、業務従事者を変更する場合も同様とする。 

エ．業務従事者は、制服を着用し、名札を着けるものとする（制服等については改めて調整する）。 

（４）業務マニュアルの作成 

各種業務のマニュアルを作成し、JOCの承認を得ること。 

（５）運営・管理に関する提言 

利用者のニーズの把握、経費分析、業務分析、在庫管理等に関する資料を作成し、より質の高いサー

ビスを提供するために必要かつ有効な情報を JOCに提供すると共に、運営・管理に関する提言を行

うこと。 

（６）事務管理 

① 日計表の提出 

利用実績等について記載した日計表を作成し、JOCに提出すること。 

② 日報の提出 

利用状況、苦情、利用者意見等について記載した日々の報告書を作成し、JOCに提出すること。 

③ 月計報告の提出 

毎月、月末締めで月計表を作成し、翌月の定められた期日までに JOCへ提出すること。 

④ 業務従事者配置表 

必要に応じて業務従事者配置表を作成して、JOCへ提出すること。 

（７）防災対策及び緊急時の対応 

① 施設管理運営事業への参画 

受託者は、JOC の指示に基づき、消防計画の作成、避難訓練、その他施設管理運営上必要な事業に

参画するものとする。 

② 危険防止の措置 

ア．業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防

止に努めるものとする。 

イ． 業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存在する場合、または、立ち入るおそれがある場

合には、危険防止に必要な措置を JOCに報告の上、当該措置を講じ、事故発生を防止するもの

とする。 

③ 緊急時の対応 

地震等の自然災害による被害、施設の火災、その他重大な事故が生じた場合は、速やかに JOCに報

告すると共に、業務従事者全員が総力を挙げて対応に努めること。 

（８）設備点検への協力 

電気設備点検の際には、勝ち飯食堂における電気使用機器について、停電に対する事前準備、終了後

の復帰作業を行うこと。 
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（９）苦情処理への対応 

利用者とのトラブルが生じた場合や破損等の事故があった場合は、適切な処置を取り、JOC に報告

すること。 

（１０）その他 

① 官公署への連絡・届出手続きは、JOCに協力し遅滞なくこれを処理するものとする。 

② 官公署の検査がある場合は、JOCの指示により立会い等に協力するものとする。 

③ 消耗品等は、適切に在庫管理を行うものとする。 

④ 業務従事者に事故があるときは、代替要員を確保し、業務に支障がないよう留意すること。 

⑤ 各施設、各機器等の安全な運用を確保するため、改修並びに工事が必要と認める場合は、速やかに

意見を付して JOCに報告し指示を受けるものとする。 

⑥ この仕様書に記載されていない事項については、JOCと受託者との協議により決定するものとする。 

 

５．勝ち飯食堂運営・管理業務 

（１）基本事項 

① 食事提供日数：３６５日／年 ※施設管理のための全館停電日（年 1日）を除く 

② 食事提供時間帯： 以下の営業時間を基本とし、競技団体等から事前の要望があった場合、原則とし

て 24時間対応するものとする。 

朝食  ６：４５～ ９：００ 

昼食 １１：００～１５：００ 

夕食 １８：００～２１：００ 

③ 販売価格・品目 

ア． 販売価格については、現価格と同額とし、以下の通りとする。（価格はいずれも消費税込み） 

(ア) 予約利用： 朝食７２０円、昼食１，０３０円、夕食１，３４０円 

(イ) 当日料金： 朝食９３０円、昼食１，２４０円、夕食１，５４０円 

(ウ) スタッフ食（JOC職員、NTC専任コーチ等）： 各食５００円 

(エ) ゲスト食（JSC職員等）： 各食８５０円 

(オ) キャンセル料： 利用前々日及び前日 ５０％、利用当日 １００％ 

イ． 販売品目については、利用対象・人数、販売価格等を考慮の上、企画書において提案することと

する。 

④ 食材費 

利用対象・人数、前項に規定する販売価格・品目等の条件を考慮の上、提案すること。 

⑤ 競技者の栄養管理 

競技者への飲食物提供に関して十分な知識と経験を有する管理栄養士を配置し、JOCと連携して業

務を行うこと。 

⑥ イベント等の実施 

栄養管理を考慮の上、季節に合わせた食材の提供、各種イベントを、月 1 回程度、企画運営するこ

と。また、バーベキュー等、JOCが勝ち飯食堂等で実施するイベントに協力すること。 

（２）食材・消耗品の仕入れ・在庫管理 

① 仕入れ 

ア． 受託者は、食材等の仕入れを行うものとする。 
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イ． 食材の仕入れに際しては、予定メニューを利用者数に基づく購入計画書を作成し、事前に JOC

の承認を得ること。 

ウ． 食材の無駄を出さないように購入計画を作成すること。 

エ． 消耗品の仕入れに際しては、必要に応じて購入計画書を作成して、JOCへ提出し承認を受ける

こと。 

オ． 食材の仕入れにあたっては、スポンサーの商品を優先すること。 

② 検品 

納品時には責任者又は担当の業務従事者が立ち会い、数量の他、食材の品質、鮮度、表示、消費期限

等を点検し、JOCへ報告すること。 

③ 在庫管理 

適正な在庫管理を実施すると共に、在庫状況を定期的に JOCへ報告し、確認を得ること。また、定

期的に棚卸し作業を行うこと。 

（３）衛生管理 

食中毒等防止のため、常に食堂全般の衛生管理に努めること。 

① 食品衛生責任者 

ア．調理の衛生管理に当たっては、食品衛生責任者を常駐させること。 

イ．食品衛生責任者は、毎月１回食品衛生点検表を作成し、JOCへ報告すること。 

② 業務従事者に対する衛生管理 

ア．定期健康診断の他に、月１回以上検便を受けさせること。健康診断及び検便の結果、食品衛生上

支障のある者、または、下痢・発熱・咳・外傷・皮膚病などで食品衛生上支障のおそれのある者

を調理業務に従事させないこと。また、同居家族に伝染病患者の発生、または、その疑いがある

場合、及び、保菌者が発見された時も厨房業務に従事させないこと。 

イ．身体、頭髪、手指、爪などは常に清潔にすること。 

ウ．厨房では更衣、喫煙、休息、及び放たん等の衛生を損なう可能性のある行為を行わないこと。 

エ．衣類は常に清潔にし、専用の着衣、名札、三角巾、及び履物を着用すること。 

オ．厨房室内と室外で履物を兼用しないこと。 

カ．作業服や作業専用の履物で外出しないこと。 

キ．厨房への入室前、食品を扱う前、扱った後は、手指の洗浄及び消毒を必ず行うこと。 

③ 食品等の取り扱い 

ア．食品添加物が適正に表示された食品を選定すること。 

イ．物流段階から食材の品質管理を徹底すること。 

ウ．食品は、適正な場所に、適正な温度の状態で保管・貯蔵すること。 

エ．生食品は、原則として使用当日に搬入すること。その他にも特に注意し、調理過程で、加熱処理

する食品についても、厨房の温度、湿度及び保管時間等を考慮して、冷蔵庫又は冷凍庫に保管

すること。 

オ．加熱処理されていない肉類、卵類及び野菜を取り扱った時は、十分に手指を洗浄し、さらに逆性

石鹸で消毒してから、作業に掛かるようにすること。 

（ａ）刺身や冷やっこ、生卵等、食中毒多発時期の使用には十分注意すること。 

（ｂ）野菜は清潔な流水で繰り返し洗浄すること。 

（ｃ）下処理後、調理後の食品は、床面や不潔な場所には置かないこと。 
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（ｄ）直接利用者に供する食品を扱う容器は、完全に沸騰消毒したものを使用すること。 

（ｅ）冷蔵庫内で貯蔵する場合適温を保つと共に食品の相互汚染が生じないよう注意すること。 

（ｆ）加熱を要する食品の加熱は、使用当日に行うこと。 

カ． ホールディングタイムを越えた食品は、廃棄処分とすること。 

キ．世界ドーピング防止機構が禁止する物質が含まれる食材等を使用しないこと。 

 

④ 厨房設備の管理 

ア．調理室・食品庫等調理業務区域は毎日清掃し、整理整頓に努めること。 

イ．天井、壁、扉、床等は常に清潔に保つこと。 

ウ．排水溝は、常に残菜等を除去し、清潔にしておくこと。 

エ．厨房内には、関係者以外はみだりに立ち入らせないこと。また、動物なども入れさせないこと。 

オ．手洗い設備は常に清潔に保ち、石鹸・ブラシ・消毒液等を常備すること。 

カ．防虫設備のない窓及び出入口を開放したまま調理を行わないこと。 

キ．換気装置は清潔にし、完全に作動するようにしておくこと。 

ク．調理台、作業台からの二次汚染を防止するため、正しく洗浄、殺菌を行い、衛生管理に努めるこ

と。 

⑤ 備品類の管理 

ア．包丁やまな板類は、下処理用、魚肉用、直接提供する食品用等に区別する。また、こまめに良く

洗い、特に柄の部分に留意し、使用後は乾燥させ、衛生的に保管すること。 

イ．保冷庫、冷蔵庫、冷凍庫、温蔵庫及び食品消毒保管庫等の温度は常に適正に管理すること。 

ウ．調理機器類、容器類は、適正濃度の洗剤で洗浄し衛生的に保管すること。 

エ．食器類は適正濃度の洗浄を用いて食器洗浄機で仕上げ、食器戸棚等に衛生的に保管し、常に在

庫は管理しておくこと。 

オ．清掃用器材は用途別に区別して使い、使用後は洗浄、乾燥、必要に応じ消毒すること。また、専

用の場所に保管すること。 

カ．清掃する際、電気類に水を掛けないようにし、よく絞った布等で拭くこと。 

キ．機器に注す油は、必ずミシン油等の鉱物性のものを使用する。食用油は故障の原因になるので

使用しないこと。 

ク．消毒に次亜塩素酸ソーダを使用する場合は、使用後、必ず十分な水洗いをすること。 

ケ．包丁等は、常に錆びがつかないよう磨いて用い、保管すること。 

コ．機器を長期に渡り使用しない場合は、十分な手入れの後に、できる限り乾燥させた状態で保管す

ること。なお、刃物は錆びのつかないように油で拭いておくこと。 

⑥ 残菜等の処理 

ア．残菜等の厨芥は、所定の容器に入れ、所定の場所に置き、汚液・汚臭のないようその周辺を清潔

にしておくこと。 

イ． 厨芥は所定の場所までの運搬を行うこと。 

⑦ 衛生検査 

ア．調理室、食品庫の温湿度の測定を行い、適正に管理すること。 

イ．衛生検査にて異常を発見した場合は、JOCへ報告し適切な処置をとること。 

⑧ 保存食 
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ア．各種５０gを保存食とする。 

イ．保存場所は冷蔵庫とし、所定の容器に入れ保存すること。 

ウ．保存期間は、関係法令等に基づく期間とすること。 

⑨ 事故への対応 

ア．伝染病、食中毒等事故発生時の対応を行うこと。 

イ．業務従事者、利用者から伝染病保菌者が発見された場合、及び食中毒が発生した場合、直ちに

JOCへ連絡し、JOCの指示に従い、適切な処置をとること。 

ウ．保健所への届け出等の手続きを実施すること。 

エ．３日前からの献立表、材料の仕入先店名を提出できるよう準備しておくこと。 

オ．検便がすぐ実施できるよう手配すること。 

カ．検査用保存食は、すぐ提出できるよう準備しておくこと。 

キ．患者の症状及び発生の経過を記録しておくこと。 

（４）食事提供業務 

① 献立作成 

ア．献立については、スポーツ選手に必要な栄養基準値及び食品構成に従ってスポーツ栄養学の理

論に基づいた基本メニューを作成し、実施日の２週間前までに JOC に提示すること。また、

JOCエリートアカデミー生について、年齢や競技特性、トレーニング時期等を考慮したメニュ

ーを別途作成し、同じく実施日の２週間前までに JOCに提出すること。 

イ．基本メニューについては、朝、昼、夕の３食で原則３，０００Kcal 以上を満たせるものとし、

利用者の競技特性等に合わせ、必要に応じて、より多い又は少ない摂取カロリーのメニューに

対応するものとする。 

ウ．基本メニューは喫食する選手の競技特性、性別、目的、季節、トレーニング時期などの条件に応

じたものを作成すること。 

エ．基本メニューについては、JOCと相談した上で実施メニューを決定するものとする。 

オ．献立は旬の食材、新鮮な食材を利用したものであること。必要に応じて JOC担当者が、試食ま

たは改善を求める場合は、それに応じるものとする。 

カ．JOCから指示があった場合は、その指示に従い、エネルギー別、体調別、目的別、競技特性別

の特別メニューを作成すること。 

（ａ）必要に応じて１日１，２００Kcal程度から４，５００Kcal以上の食事提供を行うこと。 

（ｂ）食事時間の変更や早朝食、夜食、補食の提供にも対応すること。なお、対応の可否、内容

については JOCと受託者にて協議の上決定するものとする。 

キ．常に食べ残しの状況を把握し、利用者の嗜好に合わないものは、JOCに報告の上、献立内容の

変更等に努めること。 

ク．O－１５７等で特定の食材が疑われ、その食材を使用している場合は、直ちに献立内容の変更を

行うこと。 

② 調理 

ア．調理 

（ａ）利用人員（人数、競技、年齢等）を確認の上、調理を行うこと。 

（ｂ）食品衛生（伝染病、食中毒、手指のケガ）に留意の上、調理を行うこと。 

（ｃ）作業は基本的作業手順に沿って適正に行うこと。 
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（ｄ）在庫品の出庫は先入れの物より使用すること。 

（ｅ）必要以上に浸漬しないこと。 

（ｆ）食品の切断方法は、加熱・調味の浸潤の均等性・出来ばえ等を考慮して選択すること。 

（ｇ）加熱調理は食品の色彩・風味・舌触り等を損ねないよう、加熱時間等を配慮すること。 

（ｈ）揚げ油は使用後濾過し、空気に触れないよう冷暗所に保管すること。 

（ｉ）調理は食事時間に合わせ、適温で提供すること。 

イ．食器の洗浄・整理 

（ａ）食器類は、濯いだ後、食器洗浄機で仕上げ、食器戸棚等に衛生的に保管し、常に在庫は管

理しておくこと。 

（ｂ）洗浄後の食器はよく乾燥させ、濡れた状態で使用しないこと。 

（ｃ）食器の数、破損、汚れのチェックを行い、必要に応じ補充すること。また、JOCから指摘

された場合には、その指示に従うこと。 

ウ．ホール・厨房内の整備 

（ａ）ホール、厨房内の整理整頓を行い、衛生管理に努めること。 

（ｂ）テーブル、提供スペースは、常に整理整頓しておくこと。 

エ．配膳・提供方法 

（ａ）セルフサービスとする。 

（ｂ）提供方法は、カフェテリア方式、バイキング方式が混在する利用者選択方式とする。 

（ｃ）利用者が少ない場合は、JOCと相談の上、定食方式にて提供するものとする。 

（ｄ）競技や体調、摂取カロリー等、様々な要望に可能な限り対応し、提供するものとする。 

（ｅ）料理は決められた時間までに配膳・配置すること。 

（ｆ）配膳内容の個別確認を行うこと。（配膳図通りになっているかどうか。欠けた皿、汚れた皿、

盛り付け、栄養価等の表示にミスがないか確認する。） 

（ｇ）料理数、量が不足している場合は、すぐに厨房に連絡し、補充すること。 

オ．その他 

（ａ）入口から下膳に至るまでの人の流れをスムーズにするよう利用者の案内、誘導を行うこと。 

（ｂ）接客にあたっては、言葉使い、マナーを守ること。 

③ 会食料理・ケータリングサービス 

ア．会食料理 

     JOC 及び各加盟競技団体のイベント等で、味の素トレセン内、勝ち飯ダイニング・研修室等で

会食メニュー提供の要望があった場合、予算と希望に応じて提案と提供を行うこと。 

イ．ケータリングサービス 

     味の素トレセン内で行われる会議、研修等におけるコーヒー、弁当等のケータリングサービスを

行うこと。なお、実施後は速やかに実施報告書を作成し、JOCへ提出すること。 

（５）予約管理業務 

① 管理方法・システム 

勝ち飯ダイニングの食事予約については、JOCが関係競技団体等からの申請窓口となり、受付・

調整を行っている。一方、予約業務に使用する「予約システム」は、独立行政法人日本スポーツ振興

センター（JSC）が管理・運用し、JSC は予約システムを使用した予約管理をアスリートヴィレッ

ジフロント業務として外部に委託し、JOCは JSCからフロント業務を受託した者と連携して、勝ち
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飯ダイニングでの食事申請受付、予約管理業務を行っている。そのため、本件業務を受託した者は、

アスリートヴィレッジフロント業務を JSC から受託した者と連携を図ることとする。また、今後、

同フロント業務を JSCが公募した場合、応募することが望ましい。 

② 利用者の調整 

利用計画基づく準備を行うとともに、突発的な利用に対する対応方法（アラカルトメニューの提

供等）も準備しておくこと。また、予約及び利用に係るシステムの構築、運用及びその改善に協力

し、スムーズな利用に努めること。 

   ア．競技者の予約利用 

各団体の利用時間を確認し、団体間の時間調整をするなど、混雑緩和に努めること。 

イ．予約外利用 

券売機による食券販売対応とする。 

ウ．職員の利用 

常駐する JOCスタッフ等が日常的に利用することを勘案すること。 

    エ．受託事業者の利用 

      受託者の関係スタッフ用賄食は受託事業者の責任において用意すること。 

③ 券売機の管理 

勝ち飯食堂内に設置した券売機が正常に作動するように管理を行うものとする。 

ア．券売機の管理 

（ａ）メニューの変更等があった場合、券売機の情報の変更を行うこと。 

（ｂ）用紙不足、インク不足に対する補充を行うこと。 

（ｃ）故障の場合、JOCへ報告するとともに、保守業者へ連絡すること。 

（ｄ）釣り銭切れになっていないか常に確認し、釣り銭切れの場合は、補充すること。 

（ｅ）コイン詰まり等に対応すること。 

イ．売上げの管理 

当日の売上分の現金を回収し、翌日 JOCへ入金作業を行うものとする。 

ウ．キャンセル分の販売 

当日に、予約食数にキャンセルがあった場合、券売機販売分へまわすなど、臨機応変に対応し、

食材の無駄を減らすように工夫すること。 

（６）安全管理業務 

    業務終了後は、火の元、戸締り等を確認すること。 

（７）環境整備 

   下記の方法により、常に清潔の保持に努めるものする。 

①  ホールおよびテラス 

環境整備業務分担表（別紙 1）を参照するものとする。 

② 厨房 

    作成した業務マニュアルに基づき、常に清潔の保持に努めるものとする。 

②  ゴミ収集 

収集したゴミは、塵芥、厨芥等を区別（可燃物、缶、びん、その他の不燃物、新聞雑誌、ダンボール

等に分別する。）して、指定のゴミ集積場まで運搬するものとする。上記作業終了後は、ゴミ集積場

及びその周辺を清掃すること。 
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６．栄養指導業務 

選手等、勝ち飯食堂利用者に栄養指導をし、有用な栄養情報をわかりやすく提供すること。 

（１） 勝ち飯食堂において、食事提供時間内、常時、競技者及び関係者への栄養指導ができる体制を整

えること。 

（２） 勝ち飯食堂での栄養情報の発信。目的別の望ましいメニュー選択例（モデル食と栄養価等）を見

やすい場所に掲示すること。 

（３） JOCが勝ち飯食堂及び味の素トレセン内研修室等で実施する栄養セミナー（同パートナー企業と

の協力により実施するセミナーを含む）において栄養指導を行うこと（月数回程度）。また、要望

により、セミナー等で実際に調理を行うこと。 

（４） JOCエリートアカデミー生への栄養指導（月 1回程度） 

（５） JISSが勝ち飯食堂に設置し、管理する栄養評価システム（mellon）を業務に活用するとともに、

システム運用に必要なメニュー情報の入力業務及びシステムの構築・改善等、管理運営上必要な

事業に参画すること。 

（６） JOC関係者が調査・研究のため、勝ち飯食堂を利用する場合は協力すること。 

（７） 利用者の食事状況等を定期的に JOCへ報告すること。 

 

７．売店・喫茶コーナー運営・管理業務 

アスリートヴィレッジ１階、売店及び喫茶コーナーの運営・管理。 

（１） 基本事項 

① 営業時間： 10:00～21:00 

② 営業内容： 喫茶コーナーでの軽食・飲料の販売、売店商品の販売 

③ 販売品目： 現状と同等以上の質・量を維持し、企画書において提案すること。 

（２） 業務 

① 商品の販売・売上金の管理 

1. 喫茶コーナーのカウンターでの販売 

2. 勝ち飯ダイニングの食券売上と併せ、売上日翌日、JOC担当者に売上金及び明細を提出する。 

3. 法令の定めを遵守し、衛生管理に努めること。 

② 商品構成、入替え等の企画・提案業務。 

1. 勝ち飯食堂での栄養管理と連動し、ナショナルトレーニングセンターとして、スポーツ栄養

の他、ドーピング等に十分配慮した商品構成とすること。 

2. 利用者の需要に基づき、商品構成について、企画・提案すること。 

3. 商品の選択に際しては、本会スポンサー商品を優先すること。 

③ 商品の仕入れ・在庫管理 

1. 受託者は、商品等の仕入れを行うものとする。 

2. 商品等の仕入れに際しては、購入計画を作成し、事前に JOCの承認を得ること。 

3. 適正な在庫管理を実施すると共に、仕入れ・在庫状況を定期的に JOCへ報告し、確認を得る

こと。また、定期的に棚卸し作業を行うこと。 

（３） その他 

勝ち飯食堂の業務と連動し、円滑且つ効率的な管理・運用に努めること。 
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８．経費 

経費負担表（別紙 2）に基づき負担するものとする。 

以上 



 11

別紙 1 

（８）環境整備 業務分担表（事：事業受託者／振：日本スポーツ振興センター／Ｊ：JOC） 

①ホールおよびテラス 

区分 作業内容 事 振 Ｊ

床・（テラス） 

 

・自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で除塵する。 ●   

・床全面をモップで拭き上げる。 ●   

・枯葉等を除去する（テラス）。  ●  

壁・扉 

 

・鳥毛はたき、または静電除塵具等で除塵する。 ●   

・汚れた部分を水または専用洗剤を用いて拭く。 ●   

窓（建物内部） 

 

 

・ガラス全面、サッシを水または専用洗剤で拭き上げる。 ●   

・破損の点検を行う。 ●   

・鍵の開閉を確認する。 ●   

カーテン ・ドレープを固定する。 ●   

テーブル 

 

 

・タオルで水拭きする。 ●   

・卓上を整頓する。 ●   

・配置位置を整える。 ●  ※

イス・ベンチ 

 

・汚れている部分を水拭きする。 ●   

・配置位置を整える。 ●  ※

フラワーボックス ・タオルで水拭きする。 ●   

・配置位置を整える。 ●  ※

入口 ・周辺の備品を整理整頓する。 ●   

扉ガラス ・水または専用洗剤で拭き上げる。 ●   

金属部分 ・タオル、ダストクロス等で埃を取る。 ●   

券売機 ・タオルで拭き上げる。 ●  ※

ショーケース ・ガラス全面を水または専用洗剤で拭き上げる。 ●  ※

フロアマット ・真空掃除機で吸塵する。 ●   

・洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。洗剤 

を用いる場合はよく濯いだ後、十分に乾燥させる。 

●   

ゴミ箱 ・ゴミを回収後、容器を洗浄し、拭き上げる。 ●  ※

傘立て ・タオルで拭き上げる。  ●  

手洗い ・中性洗剤を用いて拭き上げる。 ●   

鏡 ・専用洗剤を用いて拭き上げる。 ●   

水栓類 ・金属部分を拭き上げる。 ●   

・センサー等メッキ類は、乾拭きとする。 ●   

衛生消耗品 ・水石鹸等を補充する。 ●   

 ※委託事業者へ、配置変更等に伴う確認と指示を行う。 
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別紙 2 

経費の負担区分 

項目 JSC JOC 受託側 備考 

厨房設備 ● 新設・増設・改修・改善・維持管理 

ホール設備（机・イス） 
 

● 新設・増設・改修・改善・維持管理 

精算機器（券売機） 
 

● 新設・メンテナンス 

精算関連 
 

● 食券・カード印刷代等 

サンプルケース 
 

● . 

マーチャンダイジング 
 

● ディスプレイ用品等 

食器 
 

● 新規分 

備品 
 

● (鍋、釜・調理器具等) 

小物 ●   

食器 ● 補充費 

備品 ● (鍋、釜・調理器具等) 

小物 ●   

厨房消耗品費 ●*1 洗剤・薬剤・ラップ等 

ホール消耗品費 ●*1 割り箸・ナフキン・包材等 

食堂（ホール）借料 － ※専用利用料請求対象外 

食堂（厨房）借料 ●*2   

喫茶借料 － ※専用利用料請求対象外 

売店借料 ●*2   

水道 ●*2 水道代 

電気 ●*2 電気代 

ガス  ●*2  ガス代 

空調費 ●*2 空調(冷房・暖房） 

電話機（ＦＡＸ） ● 回線開設～機器・使用料（保守管理） 

電話代 ●*2   

防虫･防鼠 ●*1 専門業者による害虫駆除(厨房・ホール) 

塵芥処理費 ● 厨房ゴミ処理費 

日常清掃費 ●*1 日常清掃 

専門清掃費(ホール) ●*1 床(ワックス掛等) 

専門清掃費(グリストラップ) ●*1 月１回以上 

専門清掃費(ダクト) ●*1 ５年に１回以上 

保健衛生費 ●*1 検診検便料・被服費・クリーニング代・医療

費等 

現場経費 ●*1 通信費・事務費・ＯＡシステム運用費等 

● 教育費・募集費等 

労務費 
 

●*1 本委託事業関係人件費（責任者・栄養士・調

理師・パート等） 
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● その他受託者従業員給与 

食材費 
 

●*1 材料費 

お茶代 
 

●*1 フロアにおける無料サービス等 

栄養評価システム ● 機器・システム ※印刷用紙は JOC（※1）

諸官庁手続料 
 

●*1 営業許可申請代 

*1: 委託契約に基づき、受託者からの請求により、JOCが実費精算 

*2: JSCからの請求（専用利用料）に基づき、JOCが支払 


